
水
先
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

港
則
法

第
一

強
制
水
先
の
適
用
区
域
で
あ
る
関
門
区
に
お
け
る
特
例
の
区
域
を
、
関
門
特
例
区
域
（
関
門
区
の
区
域
の
う
ち

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
域
で
あ
つ
て
国
土
交

を
除
い
た
区
域
を
い
う
。
）
と
し
、
同
区
域
に
お
い
て
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

通
省
令
で
定
め
る
も
の

船
舶
を
、
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
船
舶
並
び
に
総
ト
ン
数
三
千
ト
ン
以
上
一
万
ト
ン
未
満
の
船
舶
及
び
総
ト
ン
数
三
千

ト
ン
未
満
の
危
険
物
積
載
船
で
あ
つ
て
関
門
区
の
区
域
を
通
過
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

第
二

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

第
三

こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）


